
通報取扱規程 

 

第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号。以下「法」という。）

に基づき、公益財団法人田附興風会（以下「法人」という。）における公益通報者の保護、

公益通報の処理その他必要な事項を定め、公益通報者の保護並びに不正行為等の早期発

見及び是正を図ることをもって、法令順守の強化及び法人の健全な発展に資することを

目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規程において「公益通報」とは、法人の役員、職員（労働者派遣契約その他 

の契約に基づき法人の業務に従事する者を含む。以下同じ。）又は通報の日前１年以内に 

職員であった者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目 

的でなく、法人又は法人の業務に従事する場合における役員、職員、代理人その他の者 

について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、法人、当該通報対 

象事実について処分（命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下この 

条において同じ。）若しくは勧告等（勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下この 

条において同じ。）をする権限を有する行政機関若しくは当該行政機関があらかじめ定め 

た者又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる 

被害の拡大を防止するために必要であると認められる者（当該通報対象事実により被害 

を受け又は受けるおそれがある者を含み、法人の競争上の地位その他正当な利益を害す 

るおそれがある者を除く。）に通報することをいう。 

２ この規程において「公益通報者」とは、公益通報をした者をいう。 

３ この規程において「通報対象事実」とは、次の各号のいずれかの事実をいう。  

（１）法及び法別表に掲げる法律（これらの法律に基づく命令を含む。以下この項にお 

いて同じ。）に規定する罪の犯罪行為の事実又は法及び同表に掲げる法律に規定す  

る過料の理由とされている事実  

（２）法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実とな

る場合における当該処分の理由とされている事実（当該処分の理由とされている事

実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事

実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。） 

４ この規程において「被通報者」とは、その者が法令違反等を行った、行っている又は 

 行おうとしていると通報された者をいう。 

５ この規程において、「部署等」とは、組織規程に定める診療部門等の組織とする。 



第２章 管理体制 

 

（総括責任者） 

第３条 法人に、公益通報に係る業務を管理し、及び総括するため、総括責任者を置く。 

２ 総括責任者は、事務部長をもって充てる。 

 

（業務従事者）  

第４条 法人における公益通報等（第５条第１項に規定する公益通報等をいう。）の受付、 

通報対象事実の調査及びその是正に必要な措置をとる業務（以下「公益通報対応業務」

という。）に従事するため、業務従事者を置き、次の各号に掲げる者をもって充てる。 

 (1) 総務課長 

(2) 次条第２項に定める通報窓口に置く担当者 

(3) その他、総括責任者が公益通報ごとに必要と認める法人の役職員等  

 

第３章 通報処理体制  

 

（通報窓口） 

第５条 法人における公益通報及び公益通報に関する相談（以下「公益通報等」という。）

に対応するため、総務課及び法人が委任する外部委託先に通報窓口を置く。  

２ 前項の通報窓口に担当者を置き、総務課副課長及び前項の法律事務所の弁護士をもっ

て充てる。 

 

（通報の方法）  

第６条 公益通報は、通報窓口に対する電話、郵便、電子メール、ファクシミリ又は面談

により受け付けるものとする。  

２ 前項の公益通報は、氏名、連絡先及び通報対象事実を明らかにして行われた場合に限

り、これを受け付けるものとする。ただし、氏名及び連絡先を明らかにしないで行われ

た公益通報であって、当該通報の内容に相当の理由又は根拠があるときは、これを受け

付けることがある。 

 

（通報の受付）  

第７条 通報窓口において、公益通報を受けたときは、総括責任者に報告の上、速やかに

当該公益通報を受領した旨を当該公益通報者に通知する。ただし、前条第２項ただし書

きの場合にあっては、通知は行わない。 

 

（通報窓口以外への通報） 



第８条 通報窓口の担当者以外の法人の職員が公益通報を受けたときは、速やかに通報窓

口に連絡し、かつ、当該公益通報者に対し通報窓口に対し公益通報を行うよう助言しな

ければならない。 

 

（通報に対する措置の検討） 

第９条 総括責任者は、第７条に規定する公益通報の報告を受けたときは、当該公益通報 

に関し必要な措置の検討を行う。  

２ 総括責任者は、公益通報を受けた日から２０日以内に、当該通報対象事実に係る調査

の実施の有無等を検討し、公益通報を受けた通報窓口の担当者を通じ、当該公益通報者 

に通知しなければならない。この場合において、調査を実施しないときは、その理由を

併せて通知するものとする。ただし、第６条第２項ただし書きの場合にあっては、通知

は行わない。  

３ 総括責任者は、前項に規定する調査の実施が必要と判断した場合は、速やかに理事長

に報告するものとする。  

４ 総括責任者は、第２項に規定する調査を業務従事者に行わせるものとする。 

 

（調査の実施） 

第１０条 調査は、調査の対象部署等に対して関係資料の提出、事実の証明、報告その他

調査の実施上必要な行為を求めることにより実施する。  

２ 調査は、事実に基づき公正不偏に実施しなければならない。 

 

（部署等の協力義務） 

第１１条 調査の対象部署等及び職員は、当該調査に際して協力を求められた場合には、

当該調査を行う者に対し、積極的に協力しなければならない。  

２ 前条第１項の規定により調査の実施上必要な行為を求められたときは、正当な理由な

くこれを拒否することができないものとする。 

 

（調査結果の通知）  

第１２条 総括責任者は、調査を終えたときは、当該調査結果を、理事長に報告するとと

もに、公益通報を受けた通報窓口の担当者を通じ、当該公益通報者に通知するものとす 

る。ただし、第６条第２項ただし書きの場合にあっては、通知は行わない。 

 

（是正措置等）  

第１３条 総括責任者は、調査の結果、通報対象事実が明らかになったときは、直ちに是

正及び再発防止のために必要な措置（以下「是正措置等」という。）を講じ、又は部署等

の長に対し是正措置等を講じることを命じなければならない。  



２ 部署等の長は、前項の規定により命じられた是正措置等を講じたときは、当該是正措

置等の内容、是正結果等を総括責任者に報告するものとする。  

３ 総括責任者は、第１項の措置を講じたとき又は前項の報告を受けたときは、公益通報

を受けた通報窓口の担当者を通じ、当該公益通報者に対し、前条の通知に併せて是正措

置等の結果を通知し、必要に応じて、関係行政機関に対し当該調査及び是正措置等に関

し報告を行うものとする。ただし、第６条第２項ただし書きの場合にあっては、当該公

益通報者に対する通知は行わない。 

 

（監事への報告）  

第１４条 総括責任者は、第９条第３項及び第１２条の報告を行ったときは、監事にも報

告するものとする。  

２ 総括責任者は、役員が通報対象事実に関係し、又は関係するおそれのあるときは、調

査方法等について監事に協議するものとする。 

 

第４章 当事者の責務  

 

（被通報者等への配慮）  

第１５条 総括責任者は、第１２条及び第１３条第３項の規定により公益通報者に通知を

するときは、当該公益通報に係る被通報者又は当該調査に協力した者等の名誉、プライ

バシー等を侵害することのないように配慮しなければならない。 

 

（業務従事者等の指定及び通知） 

第１６条 総括責任者は、第４条に規定する者に対し、事前に業務従事者に指定する旨を

通知しなければならない。ただし、受付、調査又は是正の過程において、業務従事者の

指定要件を満たすに至った場合には、事後速やかに指定の上、通知することとする。  

２ 業務従事者は、公益通報対応の各段階において、自身が通報対象事実に関係する者で

はないことを確認するものとし、通報対象事実に関係する者である場合には、総括責任

者に報告するものとする。この場合において、報告を受けた総括責任者は、業務従事者

の指定を解除するものとする。 

３ 総括責任者は、自身が通報対象事実に関係すると判断する場合には、理事長に報告す

るものとする。この場合において、報告を受けた理事長は、当該総括責任者には対応に

関与させないこととし、当該通報対象事実への対応にあたり、新たに総括責任者を指名

するものとする。 

 

（業務従事者等の義務） 

第１７条 総括責任者、業務従事者及びこれらの者であった者は、正当な理由がなく、そ



の業務に関して知り得た事項であって、公益通報者を特定させるものを漏らしてはいけ

ない。 

 

（不適切な通報制限） 

第１８条 公益通報者は、虚偽の通報又は法人若しくは他人を誹謗中傷する通報その他の

不正目的の通報を行ってはならない。 

 

第５章 公益通報者の保護 

 

（解雇の禁止） 

 第１９条 公益通報等をしたことを理由として、当該公益通報等をした者に対し解雇（労 

働者派遣契約その他の契約に基づき法人の業務に従事する者にあっては、当該契約の解 

除）を行ってはならない。 

 

（不利益取扱いの禁止）  

第２０条 法人の役員及び職員は、公益通報等をしたことを理由として、当該公益通報等

をした者に対し不利益な取扱いをしてはならない。  

２ 公益通報等をした者は、そのことを理由として不利益な取扱いを受けたと思料すると 

きは、適切な措置を講ずるよう通報窓口を経由して総括責任者に申し立てることができ

る。 

 

第６章 その他  

 

（公益通報に該当しない通報に対する準用） 

第２１条 法人の役員、職員又は通報の日前１年以内に職員であった者以外の者からの通

報については、この規程に定める公益通報の例に準じて取り扱うものとする。 

 

（他の法人規程等との関係）  

第２２条 この規程に定める調査又は是正措置等の実施に関し、他の法人規程等に別段の 

定めがある場合は、当該規定の適用を妨げるものではない。 

 

（雑則） 

第２３条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定め

る。 

 

 



附 則 

この規程は、平成１８年４月１日より施行する。 

 

附 則 

この改正は、令和４年９月１日より施行し、令和４年６月１日より適用する。 

 

 


